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１．はじめに

、「 」これは 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第１９号） に基づき実施している運輸安全マネジメント１）

評価の実施結果概要について 「鉄道事業法第五十六条の二（軌道法第二十六、

条において準用する場合を含む 、道路運送法第九十四条の二、貨物自動車。）

運送事業法第六十条の二、海上運送法第二十五条の二、内航海運業法第二十六

条の二第一項及び航空法第百三十四条の二の規定に基づく安全管理規程に係る

報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針 （平成１８年８月３日国官」

運安第３１号） に基づき、運輸事業者の安全に関する意識の向上を促すこと2）

を目的として公表するものです。

１）詳しくは、http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/msg.html#train01をご覧下さい。

２）詳しくは、http://www.mlit.go.jp/singikai/unyu/tousinh06.htmlをご覧下さい。
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２ 「運輸安全マネジメント評価」の概要．

２．１ 「運輸安全マネジメント評価」の経緯等

平成１７年以降、ＪＲ西日本の福知

山線列車脱線事故をはじめ、鉄道、航

空、自動車及び海運の各分野において

ヒューマンエラー に起因すると考え３）

られる様々な事故やトラブルが相次い

で発生しており、運輸事業における安

全の確保は、喫緊の課題となっていま

す。

そこで、これらの事故やトラブルに

対応するため、平成１７年６月に国土

交通省内に、事務次官を委員長とし、

関係局長や有識者で構成される「公共

交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会」 を立ち上げ、様々４）

、 、な検討を進めてまいりましたが 平成１７年８月にその中間とりまとめを行い

以下の２点について提言がなされました。

①運輸事業者自らが、自己責任原則の下、トップから現場まで一丸となった

安全管理のための体制の構築を図ること

②運輸事業者自らが構築した安全管理体制の評価を国が行うこと

この提言を受けて、

①運輸事業者自らが構築した安全管理体制を記載した安全管理規程の作成及

び届出、安全管理体制の運営を統括管理する安全統括管理者の選任及び届

出の運輸事業者に対する義務付け

②運輸事業者が構築した安全管理体制を国がチェックする「運輸安全マネジ

メント評価」の実施

等を内容とする「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する

法律 （以下 「運輸安全一括法」という ）が制定され、平成１８年１０月１」 、 。

日から施行されました。

３）ヒューマンエラー

人間と機械が協調して目的を達成するためのシステム（ヒューマン・マシン・システ

ム）の中で、人間の側が自分に割り当てられた仕事、あるいは人間の運転者等に期待さ

れた能力の水準を満たすことに失敗したため、システム全体がトラブルを起こしたり、

動作停止状態になったりしたもの。

４）詳しくは、http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/human/human.htmlをご覧下さい。

ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故現場
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２．２ 「運輸安全マネジメント評価」の実施イメージ

「運輸安全マネジメント評価」は、従来からの保安監査 とは異なる観点５）

による新しい取組みにより、経営の責任者、安全統括管理者等の経営幹部に対

する面談調査、書類調査等を通じ、国に届出がなされている安全管理規程に記

載されたとおりに安全管理体制が適切に構築され、それがシステムとして適切

に機能しているかどうかについて 安全管理規程に係るガイドライン 以、「 」 （６）

下 「ガイドライン」という。Ｐ．５参照 ）に規定されている１４項目に沿、 。

って評価を行い、必要に応じて助言等を行う制度です。

例えば、経営トップが、安全管理体制を具体的に把握し、現場の情報、課題

等がフィードバックされる仕組みが構築されているかという観点から、

①安全に関する方針、目標が適切に設定されているか

②現場のヒヤリハット情報が社内で共有されているか

③内部監査体制が適切に構築され、機能しているか

④安全管理体制の適時適切な見直しの仕組みが構築されているか 等、

５）保安監査

鉄道事業法等の法律に基づき運輸事業者に対して実施する立入検査の一つ。

６）詳しくは、 をご覧下さい。http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/pdf/guidance_guideline.pdf
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事業者が構築した安全管理体制が適切に機能しているか、いわゆるＰＤＣＡサ

イクル に基づく安全管理体制が構築されているかどうかについてチェック７）

するものであり、鉄道、航空、自動車及び海運それぞれに共通した手法により

実施しています。

また 「運輸安全マネジメント評価」は、保安監査のように行政処分につな、

、 、がるものではなく 助言を中心とした新たな安全確保のための行政手法であり

その意味において、従来の保安監査とはかなり性格が異なるものです。

この安全管理規程に基づき新たに構築される安全管理体制については、運輸

事業者の皆様が、その意義・効果を十分に理解し、自己責任原則の下、それぞ

れの業態や規模等に応じた安全管理体制を構築し、自ら積極的に取り組むこと

で初めて、輸送の安全の確保につながるものと考えられています。

国土交通省としても 「運輸安全マネジメント評価」により安全管理体制の、

構築・運用状態を確認し、事業者が構築した安全管理体制の更なる向上に向け

た助言等を通じて、事業者とともに、より効果的な手法等を考え、輸送の安全

の確保に向けた取組みの深度化を目指して行きます。

７）ＰＤＣＡサイクル

計画（Ｐｌａｎ）を実行（Ｄｏ）し、評価（Ｃｈｅｃｋ）して改善（Ａｃｔ）に結

びつけ、その結果を次の計画に活かすプロセス。

品質管理の取組み（ＩＳＯ９０００シリーズ等）等に広く採用されている。

4



 

 
 項 目 内 容 

（１）経営トップのコミッ

トメント 

輸送の安全の確保のため、経営トップは次に掲げる事項につき、コミットする。 

①関係法令等の遵守と安全最優先の原則を事業者内部へ徹底する。 

②安全方針を設定する。 

③安全重点施策を策定することを確実にする。 

④重大な事故等への対応を実施することを確実にする。 

⑤安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するとともに、輸送の安全を確保するために必

要な要員、情報、輸送施設等が使用できることを確実にする。 

⑥安全マネジメント態勢の見直しをする。 

 

（２）経営トップの責務 経営トップは、この表の項目に掲げる内容が実施されることを確実にする。 

 （３）安全方針 １）安全管理にかかわる事業者の全体的な意図及び方向性を示す安全方針を設定し、事業者内

部へ周知する。 

２）安全方針に沿って、具体的な施策を実施するため、安全重点施策を策定し、実施する。 

（４）安全統括管理者 １）関係法令に従い、安全統括管理者を選任する。 

２）安全統括管理者には、安全マネジメント態勢の確立、実施及び維持の観点から、次に掲げる

責任・権限を与える。 

①安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持する。 

②経営トップへ安全マネジメント態勢の実施状況及び改善の必要性の有無について報告する。 

③関係法令等の遵守と安全最優先の原則を事業者内部へ徹底する。 

（５）要員の責任・権限 安全マネジメント態勢を適切に確立し、実施し、維持するために必要な要員の責任・権限を定め、

事業者内部へ周知する。 

（６）情報伝達及びコミ

ュニケーションの確

保 

１）関係法令等の遵守と安全最優先の原則を事業者内部へ徹底する。 

２）輸送の安全に係る的確な情報伝達及びコミュニケーションを実現する。 

①経営管理部門（経営トップを含む。）と現業実施部門との双方向コミュニケーションを確保す

る。 

②輸送の安全に関する情報を事業者内部で共有する。 

３）関係法令等に従い、輸送の安全に関する取組みに関する情報等を外部に対し公表する。 

（７）事故等に関する

情報の報告等 

輸送の安全の確保のため、事故等に関する情報（不具合情報、リスク情報等を含む。）を明確に

し、それらを経営トップまで適時適切に報告し、適切な措置を講じる。 

（８）重大な事故等へ

の対応 

重大な事故等に備え、必要に応じて（５）で定めた責任・権限を超えて、適切かつ柔軟に必要な措

置を講じることができるように、その責任者を定め、責任・権限を明らかにし、事業者内部へ周知す

る。 

（９）関係法令等の遵

守の確保 

関係法令等（輸送に従事する要員、輸送施設、事故対応等に関するものを含む。）の規定を遵守

する。 

 

（１０）安全マネジメン

ト態勢を維持する

ために必要な教

育・訓練等 

安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために必要な教育・訓練を実施し、また、必要

な情報等を確保する。 

 （１１）内部監査 安全マネジメント態勢が、適切に確立され、実施され、維持され、機能していることを確認するた

め、適切な間隔で、内部監査を実施する。 
 （１２）見直しと継続的

改善 

１）見直し（経営トップがコミットする安全管理業務のレビュー） 

①安全マネジメント態勢の機能全般に関し、適切な間隔で、見直しをする。 

②見直しの際には、安全マネジメント態勢の実施状況を確認し、安全マネジメント態勢の改善の

必要性と実施時期について評価を行う。 

２）継続的改善 

①安全マネジメント態勢が適切に機能するように継続的に改善措置を行う。 

②継続的改善を行う際には、これまでに述べた措置（（３）～（１２））の結果等から明らかになった

課題等について、必要な是正措置及び予防措置を講じる。 

（１３）文書の作成及

び管理 

次に掲げる文書を作成し、適切に管理する。この場合において、既存の文書をできる限り活用す

るとともに、過剰に文書を作成しないよう留意する。 

①安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持する上で、基本となる必要な手順を規定した文

書 

②関係法令等により作成を義務付けられている文書 

③その他安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持する上で、事業者が必要と判断した文書 

 

（１４）記録の作成及

び維持 

次に掲げる記録を作成し、適切に維持する。この場合において、既存の記録をできる限り活用す

るとともに、過剰に記録を作成しないよう留意する。 

①安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持する上で、基本となる記録 

②関係法令等により作成を義務付けられている記録 

③その他安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持する上で、事業者が必要と判断した記録 

経営トップ

のリーダー

シップ 

方 針 

実 行 

文書管理 

点 検 

改 善 

安全管理規程に係るガイドライン（骨子）
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３ 「運輸安全マネジメント評価」評価結果について．

３．１ 評価実施事業者

平成１８年１０月から平成１９年３月までの間に、国土交通省大臣官房運輸

安全調査官が主体となって 運輸安全マネジメント評価 を実施した４１社「 」 ８）

及び地方局職員が主体となって実施する評価に本省運輸安全調査官がメンバー

として加わる評価（以下 「合同評価」 という ）を実施した３社の計４４、 。９）

社 。８）

詳しくは、以下に示すとおりです。

（１）鉄道分野（１６社）

①西日本旅客鉄道株式会社 ②東武鉄道株式会社

③九州旅客鉄道株式会社 ④西日本鉄道株式会社

⑤東日本旅客鉄道株式会社 ⑥阪急電鉄株式会社

⑦東京地下鉄株式会社 ⑧東京都交通局

⑨京成電鉄株式会社 ⑩東京急行電鉄株式会社

⑪小田急電鉄株式会社 ⑫東海旅客鉄道株式会社

⑬京浜急行電鉄株式会社 ⑭横浜市交通局

⑮京王電鉄株式会社 ⑯日本貨物鉄道株式会社

（２）航空分野（５社）

①株式会社日本航空インターナショナル ②スカイマーク株式会社

③全日本空輸株式会社 ④日本アジア航空株式会社

⑤エアーニッポン株式会社

８）２つ以上の分野にわたり事業を営んでいる事業者については、重複計上している。

９）合同評価

地方局職員が主体となって実施する「運輸安全マネジメント評価」に本省運輸安全

調査官がメンバーとして加わり実施する評価であり、評価中、同運輸安全調査官が必

要に応じて地方局の職員に対する助言等のバックアップを行い、地方局への評価の技

術移転を進めることを目的として実施するもの。
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（３）自動車分野（１４社）

①西日本鉄道株式会社 ②日本交通株式会社

③東京都交通局 ④大和自動車交通株式会社

⑤西武運輸株式会社 ⑥ヤマト運輸株式会社

⑦北海道中央バス株式会社 ⑧神奈川中央交通株式会社

⑨横浜市交通局 ⑩日本通運株式会社

⑪帝都自動車交通株式会社 ⑫東北トラック株式会社１０）

⑬中越運送株式会社 ⑭西肥自動車株式会社１０） １０）

（４）海運分野（９社）

①関西汽船株式会社 ②新日本海フェリー株式会社

③東京都観光汽船株式会社 ④石崎汽船株式会社

⑤ＪＦＥ物流株式会社 ⑥東海汽船株式会社

⑦西日本旅客鉄道株式会社 ⑧鶴見サンマリン株式会社

⑨株式会社シャトル・ハイウェイライン

計４４社

１０）平成１８年度において合同評価を実施した事業者。
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３．２ 評価結果

３．２．１ 全般的にみた運輸事業者に対する主な評価及び指摘事項

（１）運輸事業者に対する主な評価事項

これまで評価を実施した事業者では、全般的にみて安全管理規程に基づく基

本的な安全管理のための体制や、関連規程の整備等の枠組みについては概ね構

築されていました。また、経営トップのコミットメントやコミュニケーション

の改善など、安全マネジメントシステムに求められる基本的な事項のうちいく

つかの取組みについては、一定の評価ができるものでした。

概ねいずれの事業者にもほぼ共通して確認できた評価しうる点は、具体的に

は次のような事項です。

① 経営トップのコミットメント（ガイドライン（１ ））

各社とも経営トップは運輸安全マネジメントにおけるトップの役割につ

いて自覚を持ち、安全管理規程の策定や自社内での安全管理体制の構築に

あたり、リーダーシップを発揮し積極的に関与する姿勢が見られた。

こうした点については一定の評価ができた。

② 安全方針の策定とその周知（ガイドライン（３ ））

、 、 、全ての会社において それぞれ自社の事業形態 規模等の特性を踏まえ

輸送の安全の確保に向けた基本理念として安全方針が策定されており、ま

、 、 、た取組みの深度に差はあるものの これを社内に周知し 安全方針の趣旨

理念等の浸透・定着を図る努力をしていることが確認された。

③ 安全重点施策 の策定（ガイドライン（３ ））１１）

安全方針をさらに具体的にブレークダウンさせた安全重点施策について

は、安全方針を踏まえ、部門毎や課題別にその内容が具体的に定められて

おり、またその施策の達成のための期間も定めている事業者が多く見受け

られた。

④ 安全統括管理者の責務遂行（ガイドライン（４ ））

安全マネジメントにおいて、会社全体の安全管理体制のキーマンとして

重要な役割を果たす安全統括管理者について、各社において選任された安

全統括管理者は、自らの責任・権限をよく理解・認識し、今回の安全管理

体制の構築にあたっては、主体的な役割を果たしているところであり、そ

の姿勢、努力について評価できるところであった。

１１）安全重点施策

安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策。
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⑤ 内部コミュニケーションの充実（ガイドライン（６ ））

安全に関する情報の共有化や収集・周知のために重要となる本社と現場

間、あるいは部門相互間でのコミュニケーションについては、各社とも、

各種会議体の新たな設置・活用や本社幹部の現場巡回による意見交換など

を通じて、輸送の安全の確保に関する社内の縦断的・横断的な内部コミュ

ニケーションの充実・強化に努めているところであり、一定の評価ができ

るところが多かった。
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（２）運輸事業者に対する主な指摘事項

（１）のとおり各事業者とも安全マネジメントのための体制の整備や基本的

事項への取組みには努めているものの、本制度が開始されたばかりということ

もあり、その取組み内容については未だ十分でない部分も多く、また事業者に

よる程度の差も見られました。

今後より一層の安全管理体制の充実・強化に向け多くの事業者で共通して行

った主な助言等は以下のとおりです。

① 経営トップのコミットメントの継続（ガイドライン（１ ））

各社とも社長や安全統括管理者が積極的な取組み姿勢をみせているが、

全社員が一丸となった安全管理体制の今後の取組みの更なる強化のために

は、経営トップが強力なリーダーシップを不断に発揮することが求められ

ることから、今後とも引き続き安全管理体制に対して、経営トップが積極

的に関与することを全ての事業者に共通して求めた。

② 安全重点施策の達成状況の把握と見直し・改善（ガイドライン（３ ））

各社とも安全重点施策を定め、これによる取組みは進めているが、逐次

その安全重点施策の達成状況を定期的に把握し、必要に応じて、適時の見

直し・改善を行うことにより、ＰＤＣＡサイクルを適切に機能させていく

ことが重要である。

この点については実施できていない事業者も多く、その取組みの強化を

求めた。

③ 「事故の芽」情報を含む事故情報の収集・活用（ガイドライン（７ ））

安全マネジメントの重要なポイントの一つとなる「事故の芽」情報を含

む事故情報の活用について、事業者によっては、情報の収集のためのシス

テムの構築や取組みを進めているところもあるが、総じて取組みは弱く、

また集めた情報の活用までに至っていない事業者が多く見受けられた。

「事故の芽」事案の発生を減少させることにより、事故・トラブルの未

然防止を図っていくためには 「事故の芽」情報を含む事故情報の整理、、

分析・評価、類型化、体系化及び是正措置等、いわゆるリスクマネジメン

トの取組みが重要であり、そのためのシステムを確立することを求めた。
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（ （ ））④ 安全管理体制の内部監査に係るプロセスの構築 ガイドライン １１

安全マネジメントの基本的な概念となるいわゆるＰＤＣＡサイクルのＣ

（check：評価）にあたる自社による安全管理体制に係る内部監査につい

ては、制度が始まったばかりということもあり、これを実施もしくは実施

する体制や手順を定めていない事業者が多く見受けられた。

今後、早期にその実施体制、計画等を明確に定め、安全管理体制の構築

状況、安全重点施策の見直しの必要性の把握、確認等を行い更なる輸送の

安全性の向上に努めることを求めた。

⑤ 安全管理体制の見直し・継続的改善に係るプロセスの構築

（ （ ））ガイドライン １２

④と同様に、ＰＤＣＡサイクルのＡ（act：改善）にあたる安全管理体

制の見直しと改善については、未だこれを制度として組み込むことができ

ていない事業者が多く見受けられた。

このため、これらの事業者に対し可能な限り早期に、その具体的な実行

の仕組みと計画を定め、実施することを求めた。
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３．２．２ 各分野毎（鉄道、航空、自動車及び海運分野）の安全管理体制

の概要及び課題

「 」 、運輸安全マネジメント評価 の実施を通じて国土交通省において把握した

鉄道、航空、自動車及び海運分野の事業者における安全管理体制の概要及び課

題は概ね以下のとおりです。

（１）鉄道分野

鉄道事業者においては、従前から、過去の事故等の経験や鉄道施設及び

車両の技術開発の進展等を踏まえ、ハード面・ソフト面ともに様々な安全

対策を継続的に実施し、事故等の再発防止及び予防に努めている事業者が

多く見受けられた。

特に、本社と現場との間の情報伝達及びコミュニーケーションの確保の

ため、各種会議体を活用するとともに、経営管理部門が積極的に現場に赴

いたり、現場の声が経営管理部門に円滑に伝達される仕組みの構築を推進

すること等により、経営トップの明確なコミットメントのもと、社内に安

全方針を周知徹底し、安全最優先及び関係法令等の遵守の定着・浸透に向

けた取組みがなされていた。

鉄道事業者においては、幅広い分野の現場を抱え、多くの職種の従業員

を擁することから、全社一丸となった安全管理体制を構築するためには、

現場間及び経営管理部門と現場間の十分なコミュニケーションや 、リス

ク情報等現場からの十分な情報の吸い上げが不可欠であり、今後もより一

層のこれらの定着に向けた努力が期待される。

また、鉄道事業者においては、各級・各層の要員に対する教育・訓練に

熱心に取り組んでいるところであるが、これらの教育・訓練を有効に機能

させるためには、教育・訓練の効果検証を踏まえた教育内容等の見直し・

継続的改善が不可欠であることから、今後一層このようなプロセスの構築

に向けた努力が必要である。

さらに、安全管理体制には見直しと改善をシステムとして組み込むこと

が重要であることから、安全マネジメント体制の内部監査に係るプロセス

の構築及び安全管理体制の見直し・継続的改善に係るプロセスの構築が不

可欠であるが、全般的にまだ構築途上の感があり、早期にプロセスの構築

に努めていくことが必要である。

12



（２）航空分野

航空事業者においては、従前から、欧米航空会社が推奨している「安全

管理システム（ＳＭＳ )」を自主的に導入するなど、安全管理規程に１２）

基づき策定した安全管理体制を全社的なマネジメントシステムとして機能

させ、事故等の再発防止及び予防に努めており、安全管理体制を概ね構築

している事業者が多く見受けられた。

、 、他の運輸モードと比較した場合 航空分野における安全管理体制の構築

維持、実施は進んでいるとの印象を受けたところであり、特に、３．２．

３に一例として示したように、重大事故対応の仕組みの構築と当該事故対

応訓練についての取組みや「事故の芽」情報の収集・活用についての取組

みが非常に熱心に行われていることが確認できた。

航空事業については、万一事故が発生した場合には社会や利用者に与え

る影響が極めて大きいことから、それを未然に防止することが非常に重要

であり、他モードに比べてもこうしたリスクの軽減がより大きな課題であ

る。

したがって、今後とも「事故の芽」情報の収集・活用に関する取組みの

更なる充実強化に努めるなど、より徹底したリスクマネジメントに力を入

れることにより、こうした事象の発生をひとつでも減少させる取組みが必

要である。

、 、 、また 航空事業においては 近年の航空機整備の外注化の傾向を踏まえ

今後とも輸送の安全の確保の観点から、自社内における安全管理体制の構

築だけではなく、これら外注整備も含めた形での安全マネジメント体制を

構築し、より適切な安全管理を行っていくことが必要である。

さらに、安全管理体制には見直しと改善をシステムとして組み込むこと

が重要であることから、安全マネジメント体制の内部監査に係るプロセス

の構築及び安全管理体制の見直し・継続的改善に係るプロセスの構築が不

可欠であるが、構築途上の感があり、早期にプロセスの構築に努めていく

ことが必要である。

１２）ＳＭＳ（Safety Management System）

航空会社の全分野において、事故の要因となるリスクを事前に認識し、そのリスク

を適切に管理することによって、事故の発生を予防するものであり、経営トップから

現場までが安全方針や安全情報を共有し組織的に取り組むべき活動。
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（３）自動車分野（バス、タクシー、トラック）

自動車運送事業者においては、過去の事故経験を踏まえ、ソフト面の安

全対策を推進するとともに、デジタルタコグラフ やドライブレコーダ１３）

ー などの車両装着を推進し、それらを事後の安全教育等の取組みに活１４）

用するなど、事故の再発防止及び予防に努めている事業者が多く見受けら

れた。

特に、自動車分野では、具体的な安全確保を個々のドライバーが担うケ

ースが多く、また、厳しい経営環境の中、安全の確保が疎かになりがちな

状況にあることから、経営トップが、安全最優先の事業方針をより明確に

、 。し 会社全体が一丸となってこれを支えていく安全管理体制が必要である

したがって、各要員に対し、今回の安全マネジメントシステム導入の趣

旨や基本的なコンセプト等に対する理解、認識をより深めていくことが重

要であり、このため、安全マネジメントに係る教育の実施等の取組みを一

層推進し、全社一丸となって安全意識を醸成することが必要である。

また、安全管理体制には見直しと改善をシステムとして組み込むことが

重要であることから、安全マネジメント体制の内部監査に係るプロセスの

構築及び安全管理体制の見直し・継続的改善に係るプロセスの構築が不可

欠であるが、全般的にまだ構築途上であり、早期にプロセスの構築に努め

ていくことが必要である。

さらに、自動車分野では、他の事業者への委託や下請企業を活用し、運

送事業を実施している事業者もあることから、これら委託・下請企業を活

用している事業者については、輸送の安全の確保の観点から、自社におけ

る安全管理体制の構築だけではなく、これらの企業を含め会社全体の安全

管理体制構築し、実施し、維持し、輸送の安全の確保に関するＰＤＣＡサ

イクルをシステムとして適切に機能させることにより、より適切な安全管

理を行うことが必要である。

１３）デジタルタコグラフ

従来のアナログ式運行記録計においては、車両の瞬間速度、運行時間、運行距離等

の運行情報をチャート紙にアナログで記録していたところであるが、これらの情報を

電子的に記録することにより、特別な経験や技術がなくても最高速度や連続運転時間

を正確かつ容易に読み取ることができ、運転者ごとの運転特性に応じた安全運転指導

や過労運転防止が効率的に行うことが可能となる。

１４）ドライブレコーダー

事故発生時の前後の走行情報（前方映像、車両速度、急加減速など）を映像で記録

し、記録された映像の活用により自動車事故を未然に防止する有効な手段になり得る

ものとして、運送事業者において導入が進んでいる車内搭載機器。
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（４）海運分野

海運事業者においては、従前から、様々な安全対策を継続的に実施して

おり、特に、これまでに評価を実施した大規模事業者では、任意ＩＳＭコ

ード （国際安全管理規則）の認証取得やＩＳＯ９００１ 認証登録１５） １６）

を行うなど、既に、安全管理体制を構築し、全社的な安全マネジメントシ

ステムとして機能させ、事故等の再発防止及び予防に努め、安全マネジメ

ントシステムの意義や手法を理解している事業者が多く見受けられた。

今後評価を実施する中規模以下の事業者も含め、こうした安全マネジメ

ントシステムに関する取組みの経験の乏しい事業者については、取組みの

、 、進んだ事業者の実例等を参考にしつつ 安全マネジメントシステムの意義

考え方、手法等をよく理解し、その体制作りに積極的に取り組むことが必

要である。

また、海運事業者においては、船舶運航者（オペレーター）と船舶所有

者（オーナー）が異なる場合や、船員管理（マンニング）を別の会社で行

っている場合等、複雑な運航管理・事業運営を行っている場合があること

から、安全管理体制を適切に構築し、実施し、維持していくためには、自

社における安全管理体制の構築だけではなく、これら船舶所有者等の協力

会社を含めた形で輸送の安全の確保に関するＰＤＣＡサイクルを適切に機

能させ、安全管理を推進していくことが必要である。

１５）ＩＳＭ（International Safety Management）コード

海上人命安全条約（ＳＯＬＡＳ条約）付属書第Ⅸ章に規定する「船舶の安全航行及

び海洋汚染防止のための国際安全管理規則 。」

国際航海に従事する全ての旅客船と５００総トン以上の貨物船は、ＩＳＭコードに

適合していなければならない。

任意ＩＳＭコードとは、船舶安全法（船舶安全管理認定書等交付規則）において、

内航船舶が任意によりＩＳＭコード（国際安全管理規則）の認証取得ができる制度。

１６）ＩＳＯ９００１

International Organization for Standardization（国際標準化機構）が制定した

規格で 「組織が顧客の要求事項を満足する製品・サービスを継続的に供給するために、

必要なマネジメントシステムを備えており、その実施状況が適切であるか否か」をチ

ェックするための尺度となりえる。

「顧客に安定した品質の製品やサービスを供給することは組織の使命である」との

思想に基づき、製品／サービスの品質保証だけでなく、顧客満足及び改善を含む組織

の管理にまで踏み込んだ、品質マネジメントシステムの要求事項を規定した国際規格。
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３．２．３ 輸送の安全の確保に係る取組みの参考事例

「運輸安全マネジメント評価」を通じて確認することができた、輸送の安全

の確保に係る取組みのうち、各運輸事業者の皆様の参考となると考えられる個

別の具体的な取組みの事例について、以下のとおりご紹介します。

なお、今回取り上げた事例は、これまでに評価を行ってきた中で確認できた

参考事例であり、今後も評価を継続する中で参考となると考えられる事例があ

れば、逐次追加して紹介していくこととしています。
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Ｎｏ．１

（３）安全方針等ガイドライン該当項目

帝都自動車交通株式会社事業者名称

安全重点施策に関する取組み紹介内容

（概要）

帝都自動車交通株式会社では、基本理念である安全最優先という考え方

に基づき、交通事故を撲滅し、安全で快適な輸送を確保し、多発する事故

に歯止めをかけ、事故防止を社内に徹底することを目的に、平成１１年度

上半期より、以下のとおり、有責事故減件運動に取り組んでいる。

、 、１ 交通事故防止対策委員会を中心として 年度毎に目標と計画を策定し

見直しを図り、かつ、半期毎の進捗会議において、今半期に多発した事

故の形態に基づき、次半期の安全重点施策を策定し、各営業所毎に減件

目標を設定し、事故減件に取り組んでいる。

２ 目標設定の例としては、上半期で、交差点の事故が多かった場合、下

半期では、交差点の走行に係る目標を各営業所毎に策定するといったも

のがある。

３ 上記取組みにより、平成１０年度の事故発生率と比較して、毎年減少

を続けているところである。

平成１０年：発生件数８４４件、１０万キロ当たり事故率０．９８３

平成１７年：発生件数２６０件、１０万キロ当たり事故率０．３８３

４ また、事故減件目標を達成した営業所については、社内の減件運動表

彰規程に基づき表彰を行っているところである。

（参考事例とした点）

上記の取組みは 「安全管理規程に係るガイドライン」に定める安全重点、

施策に関する取組みとして、計画、実施、評価及び見直しの手順をうまく

機能させ、かつ、その結果、事故発生率減少という目標を着実に達成して

きている点が参考となるものと考える。
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Ｎｏ．２

（３）安全方針等ガイドライン該当項目

東京都観光汽船株式会社事業者名称

安全重点施策に関する取組み紹介内容

（概要）

、「 」東京都観光汽船株式会社においては 安全管理規程に係るガイドライン

に関して、以下のとおり安全重点施策の達成実現に向けた取組みを行って

いる。

、 、１ 安全部署において 安全運航等に関する部単位での組織目標を策定し

さらに、関係各課は当該目標実現のための具体的な活動計画を作成し、

社員への周知・徹底に努めている。

各課の目標は、社員が日常業務の中で取組みができるように、項目別

に時期や活動内容が明確化されており、また、目標の達成状況を把握・

評価するため、達成基準が示されている。

これら目標の達成状況は、年２回の内部監査で確認、評価される制度

が確立されている。

、 、 、２ 同社は さらに上記各課の目標をベースに 社員一人一人に対しても

上記各課の目標に掲げる活動内容の中から３項目を選択させ、それらを

個人目標とし、各人がそれら個人目標の達成に向けた活動を行うことに

より、積極的に組織目標の実現に向けた取組みを行う体制を構築してい

る。

当該個人目標の達成状況については、直属の上司の面談や運航管理者

の客観的確認及び年２回の内部監査の機会に確認・把握されている。

３ これら一連の組織目標実現の活動を踏まえ、年末までに達成状況を評

価し、その評価結果を反映させて社長の年頭所感で組織目標の総括を発

表する仕組みが継続されている。

（参考事例とした点）

上記の取組みは 「安全管理規程に係るガイドライン」に定める安全重点、

施策に関する取組みとして、計画、実施、評価及び見直しの手順をうまく

機能させている点が参考となるものと考える。
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Ｎｏ．３

（６）情報伝達及びコミュニケーションの確保ガイドライン該当項目

ＪＦＥ物流株式会社事業者名称

情報伝達及びコミュニケーションの確保に関する取り組み紹介内容

（概要）

ＪＦＥ物流株式会社においては、経営トップ・安全統括管理者をはじめ

とする経営管理部門が、積極的に双方向コミュニケーションに努め、経営

会議・本部会議等を通じ安全に関する各種情報の共有が図られ、さらに、

社員のみならず船舶所有者及び現場船員を含めた輸送の安全に係わる関係

者が、頻繁に情報伝達に努め、縦断的・横断的な意思疎通が図られ、関係

者の安全意識の浸透に努めている。その具体的取組みは、以下のとおりで

ある。

１ 毎月の経営会議において 「安全」は常設の議題として毎回報告され、、

経営幹部においても安全情報が共有されている。

２ 経営トップ及び安全統括管理者を含む経営幹部は、毎月一回は現場訪

問を行っており、双方向のコミュニケーションが図られている。

３ 本社関係では、安全統括管理者・各部長・運航管理者・船舶所有者等

が出席する毎月開催の船舶安全会議や四半期毎に開催の安全協議会を通

じ、現業管理部門において安全情報及び現場の課題が共有され、適切な

対応が講じられている。

４ 船舶安全会議の開催前には、同会議メンバー（役員、部長、船舶所有

者等）をグループ分けして訪船パトロールを実施し、本社・船舶所有者

・船員の階層縦断的に輸送業務関係者の間でコミュニケーションが確保

され、また、事業所に配属されている安全部長２名が毎週３日は訪船活

動を行い、安全点検や安全教育を通じた安全風土の構築に努めている。

５ さらに、ＣＳＲ( 企業の社会的責任 ・コンプCorporate Social Responsibility/ ）

（ ） 、「 」 、ライアンス 法令順守 の観点から 企業倫理ホットライン を設けて

現場及び社内のイントラから直接経営トップに意見等を具申するシステ

ムが確立されている。

（参考事例とした点）

経営トップをはじめとする経営管理部門と船舶所有者及び現場の船員と

の間で、輸送の安全の確保に関する意思疎通・連携を十分に図り、関係者

。の安全意識の浸透に向け積極的に努めている点が参考となるものと考える
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Ｎｏ．４

（６）情報伝達及びコミュニケーションの確保ガイドライン該当項目

東京地下鉄株式会社事業者名称

タウンミーティング開催による本社・現場間のコミュニケーシ紹介内容

ョンの確保に関する取り組み

（概要）

東京地下鉄株式会社では、経営層（会長、監査役を除く全役員及び全室

部長）と社員が直接コミュニケーションを取ることで、相互理解を深め、

意識の高揚を図ることを目的として、平成１４年５月から「タウンミーテ

ィング」を開始し、平成１６年４月の民営化以降、１回あたりの人数を絞

、 、 。り 開催回数を増やして内容の充実を図るなど 本格的に取り組んでいる

その概要は以下のとおりである。

１ 現場を訪れる経営層が、コミュニケーションを取る現場社員の構成(年

齢層、職種等)を指定し、テーマを絞ってフリーディスカッション形式を

基本として実施。

２ ミーティングの開催方法等については、毎年ミーティング参加者の声

を反映し、適宜見直しを行うことで制度の活性化を図っている。

３ また、現場に赴く室部長は、他の職種の社員とのコミュニケーション

を通して、自らの業務課題を認識し、見直しに活用するなど、ＰＤＣＡ

サイクルを確立している。

４ 開催が１事業所単位ではなく、同世代、同職種等、複数事業所から参

加者を募って開催しており、本社・現場間のコミュニケーションのみな

らず、現場同士においてもコミュニケーションの幅が広がっている。

５ 平成１７年度は２００回強、平成１８年度も１３０回程度開催するな

ど、過去通算で約７００回ほど開催している。

（参考事例とした点）

経営トップをはじめとする経営管理部門と現場社員等との間で、輸送の

安全の確保に関する情報を含め意思疎通・連携を十分に図り、関係者の安

全意識の浸透に向け積極的に努めている点が参考となるものと考える。
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Ｎｏ．５

（７）事故等に関する情報の報告等ガイドライン該当項目

九州旅客鉄道株式会社事業者名称

社員の意見やヒヤリ・ハット情報の社内ネットワーク紹介内容

（概要）

九州旅客鉄道株式会社では、社員一人ひとりの安全意識の高揚を図るた

め、平成17年9月より社員からの意見・気付きやヒヤリハットの体験を社内

ネットワークを用いて情報を共有し、2週間以内に答を返す取組みを行って

いる。寄せられた声は対策の実施や注意喚起事例として活用されるなど、

社員の声を反映した業務運営を進めることで、現場第一線の社員の安全マ

ネジメントへの参加を推進し、安全風土の形成に取り組んでいる。

「安全に関する社員の声」の流れ図

※平成 年 月～平成 年 月の「安全に関する社員の声」の件数：約 件17 9 19 3 2,738
寄せられた声は、速やかに対策を実施する事項（Ａ件名 、中長期的に検討する）

、 （ ） 、 、事項 Ｂ件名 今後の参考とする事項 Ｃ件名 に分類し対応しており Ａ件名( )
Ｂ件名合わせて 件中、 件が対策実施済み又は方針決定済みである。1,056 1,024
（平成 年 月 日現在）19 4 16

（参考事例とした点）

上記の取組みは、いわゆる 「輸送の安全に確保に関するリスク管理」の、

取組みの一つであり、情報の収集、整理、分析・評価、対策の検討・実施

といった、一連の手順をシステムうまく機能させ、輸送の安全の確保に関

する業務改善・事故防止に努めている点が参考となるものと考える。
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Ｎｏ．６

（７）事故等に関する情報の報告等ガイドライン該当項目

関西汽船株式会社事業者名称

ヒューマンエラー防止対策とリスクマネジメントの取組み紹介内容

（概要）

関西汽船株式会社では、数年前から船舶におけるヒヤリ・ハット報告を

奨励し、個々の事象に対する原因の調査・分析及びその防止対策までを検

討し、可能な予防措置を講じるとともに、これらの情報を年毎に集計し、

冊子として現場に毎年配布している （最近では、１ヶ月に５～６件のペー。

スで情報が上がってくるとのこと）

最近では、輸送の安全上の潜在的課題の発掘に取り組んでおり、現場か

ら潜在的な課題となり得る情報が報告されるシステムを整備している。

さらに、これらの情報や顕在化した現場の事故・機器類等の不具合情報

（機器類）をデータベース化し、本社のLANで容易にアクセスできるよう情

報共有を図っている。

安全を先取りしたヒューマンエラー防止対策

（平成１８年１０月１日関西汽船株式会社船舶部）より抜粋

（参考事例とした点）

上記の取組みは、いわゆる 「輸送の安全の確保に関するリスク管理」の、

取組みの一つであり、ヒヤリ・ハット情報の収集、整理、分析・評価、対

策検討・実施といった、一連の手順をシステムとしてうまく機能させ、輸

送の安全に係るヒューマンエラー防止に努めている点が参考となるものと

考える。
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Ｎｏ．７

（７）事故等に関する情報の報告等ガイドライン該当項目

ヤマト運輸株式会社事業者名称

事故等に関する情報の活用に関する取組み紹介内容

（概要）

ヤマト運輸株式会社では、各地域を担当するセールスドライバーが当該

地域の地図に、

① 潜在的な危険箇所（例：見通し不良、幅員狭隘、交通量大）

② 安全にバックするのに適している場所

③ なるべくバックせずに配送するルート

④ 安全に安心して走行できる道路

⑤ 安全面、効率を考慮した駐車位置

⑥ 危険度の高い右折を少なくするルート

を記入した「安全ルートマップ」を作成することにより、潜在的な危険性

を把握して事故の予防とセールスドライバーの安全意識向上に資する取組

みを行っている。

「安全ルートマップ」イメージ図

（参考事例とした点）

上記の取組みは、いわゆる「輸送の安全の確保に関するリスク管理」に

係る取組みであり、経験的に把握された危険情報を集積・分類して地図に

記入し、より安全と思われる集配ルートを設定することにより、現場のセ

ールスドライバーに対する潜在的危険情報の提供による予防措置を講じ、

危険因子の最小化を図るシステムを機能させている点が参考となるものと

考える。
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Ｎｏ．８

（８）重大な事故等への対応ガイドライン該当項目

全日本空輸株式会社事業者名称

重大事故等への対応に関する取組み紹介内容

（概要）

全日本空輸株式会社(以下、ＡＮＡという)においては 「安全管理規程に、

係るガイドライン」に定める重大事故等への対応に関する取組みとして、

以下のとおり推進している。

１ ＡＮＡの「安全管理規程」第４章（安全管理の実施）４－６(緊急時の

措置)に、通常の事故などの対応では処理できず、会社全体で対応しなけ

ればならないような大きな事故、ハイジャック、テロ、災害などが発生

した場合に備え、被害者とその家族に対する支援、迅速かつ適切な対応

による被害の拡大防止、事故の復旧措置、事故の原因究明など円滑に実

施できるよう、予め緊急対応計画をたて、それを実効あるものしなけれ

ばならない旨規定。

また、同社は、世界的なアライアンス等によって、事故等の発生現場

での初期対応の充実を図っている。

Emergency２ 以下の要素を含む全組織に亘る総合的な緊急対応マニュアル[

(以下、 という)]を定めている。Response Manual ERM
緊急対応要員への役割の付与、全体的な指揮・命令・調整を行うコマンド・ポストの設置、

乗客・乗務員・乗務員以外の職員及びその家族に対する人道的援助、

緊急連絡体制や航空・鉄道事故調査委員会事故調査官や外部の緊急対応機関との窓口、

外部機関への情報提供の管理、マスコミや社会との対応プロセス

原因究明に関わる体制、定期的な訓練・演習の手順

３ 当該対応の準備として以下を実施している。

① に基づき要員に必要な訓練を実施ERM
②要員の慣熟及び不明点を明らかにするため、定期的に の演習を実ERM

施

ERM ERM③ に関連する訓練、演習等の終了後、及び実際の事故対応後、

の有効性・妥当性などについてレビュー

④ の要領および改訂内容について従業員に周知ERM
４ 当該対応のインフラとして、通信機能を備えた危機管理センター、予

想される電話数を扱える能力を持ったお問合せセンター、人道支援チー

ムを整備している。

（参考事例とした点）

航空分野においては、万一事故が発生した場合に社会や利用者に与える

影響が極めて大きいことから、他の分野に比べて重大事故対応が進んでお

り、航空以外の分野も含め他の事業者の参考となるものと考える。

ここではその代表例としてＡＮＡの事例を取り上げた。
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Ｎｏ．９

（８）重大な事故等への対応ガイドライン該当項目

小田急電鉄株式会社事業者名称

重大事故等への対応に関する取組み紹介内容

（概要）

小田急電鉄株式会社では、全社的な対応を要する重大事故、大規模災害等

の発生を想定したマニュアルを作成し、全社員に周知するとともに、このマ

ニュアルに基づいた危機管理シミュレーションを実施し、異常時における対

応能力の向上に努めている。その実施状況等は以下のとおりである

１ 鉄道における事故発生時の対応を定めた「運転事故応急処理手続」とは

別に、重大事故を含めた会社に大規模な損失をもたらす可能性のある危機

に対応するため 「危機管理規則」を2004年７月に制定する と と も に 、、

危機発生時の必要事項を時系列で定めた「緊急時対応計画・アクションプ

ラン」を策定し、全社員に周知している。
※「危機管理規則」は、危機発生時における組織や権限、社員の行動基準を明確に定めており 「緊、

急時対応計画・アクションプラン」は 「危機管理規則」の規定に基づき、危機発生時に的確に、

行動できるよう、社員が何をすべきかを時系列で記載してい る 。

２ また、脱線事故等を想定した異常時総合訓練を、消防署等と連携して毎

、 、年実施しているほか 危機発生時の経営層による意思決定をテーマとした

危機管理シミュレーション（大規模鉄道事故、大規模地震、個人情報漏え

い等）を実施している。
※危機管理シミュレーションは 「危機管理規則」に基づく総合対策本部員（常勤役員を中心に構、

成）が訓練参加者となり、事務局は予め作成したシナリオに沿って随時状況報告を行い（訓練参

加者にはシナリオの全容は伝えない 、訓練参加者は状況報告に基づき意思決定を行う、机上演）

習型の訓練である。

３ さらに、訓練終了後には反省会を開催して課題を抽出し、次回の訓練に

反映さ せ て い る な ど 、 事故対応に関する取組みについてＰＤＣＡサイク

ルによって運用している。

（参考事例とした点）

上記の取組みは、重大事故を含む危機発生時において、全社的な対応を的

確に行うための計 画 が 策 定 さ れ て い る こ と 、 ま た 、 計画・実施・確認評

価・見直しのＰＤＣＡサイクルによって、事故対応に関する取組みをシステ

ムとして機能させている点が参考となるものと考える。
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Ｎｏ．１０

（１１）内部監査ガイドライン該当項目

（１２）見直しと継続的改善

中越運送株式会社事業者名称

安全管理体制に係る内部監査及び見直しに関する取組み紹介内容

（概要）

中越運送株式会社では、安全管理体制に係る内部監査について 「内部監、

」 、 、 、 、査の手順書 を作成し 同手順書に基づき 内部監査計画を策定し 既に

平成１９年１月から２月にかけ、第１回目の内部監査を実施し、今後も計

画的に当該内部監査を実施する予定である。

現在指名している内部監査員は、外部の内部監査員研修を受講し、全て

内部監査員資格を取得済みであり、今後、社内での内部監査員養成講習や

外部機関での研修を活用し、監査体制の強化を図る予定である。

、 、 （ ）また 同社では 安全管理体制に係る見直し マネジメント・レビュー

について 「マネジメント・レビュー会議の手順書」を作成し、平成１９年、

２月に第１回目のマネジメント・レビュー会議を開催し、安全管理体制の

実施状況の確認等を行っており、今後とも、内部監査結果、改善提案、事

故発生状況等を総合的に勘案し、定期的にマネジメント・レビュー会議を

開催し、マネジメント・レビューを行い、安全目標・安全重点施策の見直

しをはじめとした安全管理体制の継続的改善の措置を講じる予定である。

（参考事例とした点）

上記の取組みは、会社全体の安全管理体制の構築、実施及び維持に向け

た輸送の安全の確保に関するＰＤＣＡサイクルのＣ（評価）及びＡ（見直

し）のプロセスに係る取組みであり、安全管理規程に係る制度の開始して

間もない現段階で既に、これら一連の取組みをシステムとして機能させて

いる点が参考となるものと考える。
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４．事業者に対するアンケート調査結果について

国土交通省では 「運輸安全マネジメント評価」の適切な実施等を確保する、

観点から、評価実施事業者から評価終了後文書で回答をいただくアンケート調

査を実施いたしました。

アンケート調査においては、事業者の皆様より多数の回答と貴重なご意見を

いただきました。運輸事業者の皆様のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、

今後 「運輸安全マネジメント評価」制度の更なる改善のための参考とするこ、

ととしております。

アンケート調査の概要及び結果は下記のとおりです。

４．１ アンケート調査の概要

（１）アンケートの要領

アンケート方式は、運輸安全調査官が実施した評価の執行状況などに関する

各アンケート１９項目に対して、基本的に 「１（非常に妥当 「２（やや、 ）」、

）」、「 （ ）」、「 （ ）」、「 （ ）」妥当 ３ 妥当 ４ やや妥当でない ５ 非常に妥当ではない

という５段階から 「運輸安全マネジメント評価」実施事業者が択一方式によ、

り回答するものです。

（２）対象事業者

平成１８年１０月以降平成１９年３月までに国土交通省大臣官房運輸安全監

理官室が主体となって「運輸安全マネジメント評価」を実施した４１社

（３）回収期間

平成１８年１０月から平成１９年４月

（４）回収数（率）

３７社（４１社のうち （９０％））
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４．２ アンケート集計結果の概要

アンケート調査の結果は、全体として「非常に妥当」及び「やや妥当」であ

るとの回答が、それぞれ４７％、２８％寄せられています。

また 「 ３）評価の実施について」 及び「 ４）評価の結果について」に、 （ （

ついては、概ね良好な評価が得られました。

下記に示す評価を踏まえ、必要な改善措置を講じることとしています。

（１）評価の準備について

①評価の事前調整を行った日から評価当日までの期間が、準備期間としてや

や短かった （１１％）。

②「立入検査等実施通知書」を受け取った日から評価当日までの期間が、準

備期間としてやや短かった （２７％）。

③評価の事前調整における職員の説明により、事前調整および評価で何を行

うかやや理解できなかった （５％）。

④「立入検査等実施通知書」により、評価で何を行うかやや理解できなかっ

た （５％）。

（２）評価の負担について

① 評価の日程は、被評価事業者の業務状況に照らし

やや不適切であった （３％）。

② 評価の実施時間帯及び所要時間は、被評価事業者の執務時間に照らし

やや不適切であった （３％）。

③ 評価を行った当省職員の人数は

非常に多かった （３％） やや多かった （３２％）。 。

④ インタビュー対象者に対する聞取調査は、被評価事業者の業務にとって

負担が非常に大きかった （３％） やや大きかった （３２％）。 。

⑤ 職員が、被評価事業者の安全管理体制について説明頂くために指名した

方は、職員の質問内容に照らしてやや不適切であった （３％）。
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（３）評価の実施について

① 評価を行った職員は、被評価事業者の安全管理体制についてやや知識が

不十分であった （３％）。

② 評価を行った職員は、被評価事業者の意見を

やや聞いていなかった （３％）。

（４）評価の結果について

① 職員からの講評・指摘はやや理解できなかった （３％）。

② 指摘・講評のあった事項につき、被評価事業者がどのような対応をとれ

ばよいかやや理解できなかった （３％）。

、 。（ ）③ 安全管理体制の趣旨及び内容について やや理解できなかった ３％
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４．３ 評価に対する意見・要望等

その他 「安全管理規程に係る評価に関するアンケート」の自由記入欄を通、

じて、事業者の皆様からいただいた主な意見は下記のとおりです。

（１）安全管理体制の再構築及び明確化

安全管理規程を作成する過程で、安全マネジメントの概念のもと、従来の安

全に関する体制や仕組みを改めて見直したり、整理したりして安全管理体制を

再構築し明確化できた点は、効果が大きいと考える。

（２）経営トップの責務の明確化

安全管理の問題が会社経営にとってプライオリティトップの位置づけとなり

その問題を担当する者の位置づけも明確になったこと、トップのコミットメン

トが重要である点を明確にしたことに大変意義があると考える。

（３）双方向コミュニケーション型行政の継続

インタビューと同時に会社側の疑問に対する適切な助言・説明もいただきな

がら、相互に議論ができる「運輸安全マネジメント評価」の進め方は、今後と

も継続して欲しい。

（４）事業者の規模及び形態を踏まえた「運輸安全マネジメント評価」の実施

① 輸送モードや事業規模・地域によって担保すべき安全の質やレベルは異

なっているため、全事業者一律な指導とならないようにして欲しい。

② 安全マネジメントに係る取組みは「結果としての安全」につなげていく

べきものであって、安全マネジメント態勢自体が目的ではないことについ

て 「運輸安全マネジメント評価」の際に十分留意して欲しい。、

また、安全管理規程の策定等が形式的な指導にならぬよう、留意して欲

しい。

（５ 「運輸安全マネジメント評価」の実施頻度）

大手事業者は年に一度評価を実施するとのことであるが、問題がなければ、

２・３年に一度程度でよいのではないかと考える。
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（６）安全管理体制の構築に係る取組みに対する支援

① 他社の安全管理体制の構築に係る先進的な取組みについて、今後の安全

管理体制の更なる向上に向け参考としたいため情報提供して欲しい。

② ガイドライン「 ７）事故等に関する情報の報告等」及び「 １１）内（ （

部監査」について早急に仕組みと体制を構築したいと考えているので、ガ

イドライン等の指針を作成する際には情報提供して欲しい。

③ 安全管理規定に基づく輸送の安全の確保に向けた取組みを推進するた

め、国土交通省大臣官房運輸安全監理官室が作成・公表している「運輸安

全一括法に規定する安全管理規程に係るガイドラインの手引」について、

より実践的な内容を追加する等の改訂を行い、情報提供して欲しい。
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５ 「運輸安全マネジメント評価」に係る今後の課題．

４．３の事業者の皆様からいただいた評価に対する意見・要望及びこれまで

実施した評価を踏まえ、現段階で今後の課題として認識しているものは次のと

おりです。

（１）事業者の業態や規模等に対応した「運輸安全マネジメント評価」の

あり方の検討

運輸事業においては、例えば持株会社方式を採用して企業グループとして事

業を運営しているもの、輸送や整備等の一部業務を協力会社に委託しているも

の等、安全管理体制を構築するに当たって必ずしも一事業者内で完結しないも

のが見受けられる。

このような事業者について、その安全管理体制の全体像を効率的かつ効果的

に把握するとともにより的確な評価を行うため、これらの運輸事業者に対する

評価手法の検討を行い、必要に応じて見直し及び改善を行う必要がある。

また、全国的な規模で事業を展開している事業者と、一地域内のみで事業を

展開している事業者では、その安全管理体制の構築の方法は異なる場合がある

ことから、その規模・体制に応じた評価の仕方を検討する必要がある。また、

事業者によってその安全管理体制の構築の考え方は異なることから、事業者自

身の安全管理体制の構築の考え方を踏まえた評価手法の検討もあわせて行う必

要がある。

（２）初回の評価結果を踏まえた次回以降の評価方法等の検討

、「 」 、今後とも 運輸安全マネジメント評価 を継続的に実施していくに当たり

初回の評価結果を踏まえ、それを次回以降の評価の方法や範囲等にどのように

反映していくかについて検討する必要がある。
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（３）安全管理体制の構築に係る取組みに対する支援

３．２．１で述べたような各事業者に共通して見られる課題について、現段

、階ではリスクマネジメント 及び内部監査 に係るパンフレットを作成し１７） １８）

事業者等に周知を行っているところであるが、今後更なる周知資料等の作成、

研修の実施等を通じて、事業者に対する支援を行うとともに、評価を通じて得

られた各種情報の集積・整理・分析等を行い、他の事業者の模範や参考となる

取組みについて積極的に水平展開を図っていく必要がある。

、 、また 安全管理規程に基づく輸送の安全確保に向けた取組みを推進するため

国土交通省大臣官房運輸安全監理官室が作成・公表している「運輸安全一括法

に規定する安全管理規程に係るガイドラインの手引」について、より実践的な

内容を追加する等の改訂を行う必要がある。

（４ 「運輸安全マネジメント評価」制度の周知、啓発等）

「運輸安全マネジメント評価」制度が始まったばかりということもあり、そ

もそも「安全マネジメント」とはどういうものであるかを理解していない事業

者もまだ多く見られることから、今後も引き続き、シンポジウムの開催、事業

者向けの説明会の開催等を通じて、本制度のコンセプトの周知、啓発活動に努

める必要がある。

（５ 「運輸安全マネジメント評価」に係る技量の向上と体制の充実）

平成１９年度から各地方局においても評価を開始することとしており、地方

局職員の研修及び合同評価を実施する等、本省から地方局への評価の技術移転

を進めるとともに、本省運輸安全調査官についても、マネジメントに係る各種

研修の受講等を通じて、評価に係る技量の更なる向上に向けた取組みを推進す

る必要がある。また、評価内容の向上を図るため、より一層の体制の充実を図

る必要がある。

（６ 「運輸安全マネジメント評価」制度に係る効果把握手法の検討）

「運輸安全マネジメント評価」制度を継続的に改善するためには、本評価制

度導入による輸送の安全の確保に係る効果を随時把握し、それらの結果を評価

手法の見直し等につなげていくことが必要であることから、効果把握手法の確

立に向けた検討を行う必要がある。

１７）詳しくは、 をご覧下さい。http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/pdf/guideline7all.pdf
１８）詳しくは、 をご覧下さい。http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/pdf/naibukansa.pdf
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